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HACCPの概要

株式会社環境科学研究所

food@kankyokagaku.com
TEL：052-902-4456 FAX：052-902-4601

本テキストは下記URLの動画と
一緒にご覧ください

https://vimeo.com/444833610

この講義で学ぶこと

⚫HACCPの歴史と背景

⚫HACCP制度化の背景

⚫危害要因と食中毒の動向

⚫一般衛生管理プログラムの概要

⚫HACCP7原則12手順

⚫民間認証の背景と対応について

https://vimeo.com/444833610
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HAZARD ANALYSIS 
CRITICAL CONTROL POINT

HACCPは、「ハセップ」、「ハシップ」とも言われる。

「危害要因分析・重要管理点方式」と訳される。

食品の安全性にとって重大な危害要因（ハザード）を
特定し、評価し、コントロールするシステム。

HACCPとは

従来型管理とHACCP導入型管理の比較

使える製品が減る
細菌検査に時間がかかる

製造工程全体を見据え、ロジックに基づき安全管理



3

HACCPの歴史

HACCPの沿革（海外）

⚫1959年～1960年代 米国ピルスベリー社が宇宙食の安全性確保のため
に構築

⚫1973年 FDA（米国食品医薬品庁）がGMP（適正製造基準）基本法の
施行に伴う「低酸性缶詰食品のGMP」にHACCPの概念を導入

⚫1989年 NACMCF（米国食品微生物基準諮問委員会）が設立され、
HACCPの原則を標準化（1997年8月改訂）

⚫1993年 Codex（国際食品規格）委員会がHACCPシステム適用のため
のガイドライン策定（1999年改正、2003年改訂）

⚫1993年 EU理事会指令：HACCPの手法による衛生管理；2006年から
義務化

⚫1995年 FDA（米国食品医薬品庁）が水産食品のHACCP規則公布

⚫1996年 USDA（米国農務省）が食鳥肉製品のHACCP規則公布

⚫2001年 FDAがジュースのHACCP規則公布

⚫2011年 米国が食品安全強化法を公布
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HACCPの沿革（日本）

⚫1995年 厚生労働省が「総合衛生管理製造過程の承認制度」の中に
HACCPを導入。政令指定品目：乳および乳製品、清涼飲料水、食肉製
品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品

⚫2013年 HACCP支援法が2023年までに延長

⚫2014年 「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針」
通達が発行

⚫2018年 「食品衛生法等の一部を改正する法律」公布

⚫2020年6月 「食品衛生法等の一部を改正する法律」施行
（猶予期間1年）

HACCP制度化の背景
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○調理食品、外食・中食の需要増等の食のニーズ
の変化、輸入食品の増加など食のグローバル化
の進展。

厚生労働省資料 食品衛生法の改正について

厚生労働省資料 食品衛生法の改正について

○食中毒発生数の下げ止まり、食品による健康
被害への対応が喫緊の課題。
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11

海外におけるＨＡＣＣＰ導入の動き

厚生労働省資料 食品衛生法の改正について

○ 2020年東京オリンピック・パラリンピックの
開催や食品の輸出促進を見据え、国際標準と
整合的な食品衛生管理が求められる。

危害要因と食中毒の動向
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危害要因（Hazard）
健康に悪影響（危害）をもたらす原因となる可能性のある食品中の物質
または食品の状態。ハザードともいう。有害な微生物、化学物質、硬質
異物などの生物学的、化学的または物理的な要因がある。

食中毒菌（カンピロバクター、腸管出血性大腸菌（Ｏ157など）、
サルモネラ、セレウス、ボツリヌスなど）、ウィルス（ノロ）、
寄生虫（アニサキスなど） ･･･

洗剤・殺菌剤、添加物の過量使用、重金属、残留農薬、動物用医薬品、
自然毒（貝毒､茸毒）、カビ毒、ヒスタミン、食物アレルゲン･･･

金属片（脱落した装置部品、動物に使用した注射針、クリップなど）、
ガラス片（ガラス容器・温度計・照明の破損）、石･････

生物学的危害要因

化学的危害要因

物理的危害要因

主な食中毒菌について
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主な食中毒菌について

微生物の特性を把握する
必要があります。

どの食品にどんな微生物がいる？
どんな症状が出る？

どうすれば抑制できる？

国内の食中毒患者数の推移（H19～28）
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細菌による食中毒患者の推移（H19～28）
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冬場：湿度の低下で、ウイルスの活動が活発に

データ：厚労省集計

（事件数：1014件 患者数：16.464名）

夏場：気温の上昇で細菌の増殖が活発
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食中毒の動向

◆ウィルス性食中毒（特にノロウィルス）の割合が高い

◆カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等の少量の菌数で
症状誘発する食中毒の増加

◆芽胞形成のウェルシュ菌、セレウス菌食中毒の発生継続

◆黄色ブドウ球菌が産生する毒素による食中毒は減少傾向

◆寄生虫（アニサキス）感染の増加

◆集団給食施設（特に高齢者介護施設）での大規模発生の増加

20

芽胞形成菌について ボツリヌス菌、ウエルシュ菌、セレウス菌等

参考資料：食品安全委員会 役に立つ食中毒の知識

これらの菌は生存に適さない環境（高温、乾燥等）になると菌体内に芽胞という
硬い殻をつくり休眠する。適した環境に戻ると発芽し、再び増殖を始める。
芽胞は煮沸、乾燥、冷凍、アルコール消毒等の過酷な条件でも死滅しない。
（例えばボツリヌス菌は死滅させるのに120℃4分以上の加熱が必要）
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21

ウイルスについて 細菌とウイルスの違い

参考資料：食品安全委員会 役に立つ食中毒の知識

22

ノロウイルスの感染について

ノロウイルスは牡蠣の中で増えるわけではない！
人の腸管で増える！⇒食品中では増殖しない！

牡蠣の中に濃縮
（240リットル/日以上の海水を取り込み、
餌（プランクトン）を濾し取っている）

ヒトの腸管で増殖
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一般衛生管理プログラムの概要

HACCP

環境衛生

安全な原材料

危害要因を分析し、重要管理点
（CCP）を決定し、管理する

食品に係る環境を
衛生的に管理する

安全な原材料を
仕入れる

一般衛生管理の位置づけとHACCP一般衛生管理の位置づけとHACCP

一般衛生管理プログラム
（PRP：前提条件プログラム）
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HACCP

環境衛生

安全な原材料

危害要因を分析し、重要管理点
（CCP）を決定し、管理する

一般衛生管理の位置づけとHACCP一般衛生管理の位置づけとHACCP

一般衛生管理プログラム
（PRP：前提条件プログラム）

食品に係る環境を
衛生的に管理する

安全な原材料を
仕入れる

土台

一般衛生管理の位置づけとHACCP

参考資料 衛生・品質管理実践マニュアル （食品産業センター） 学校給食における食中毒防止Q&A （日本スポーツ振興センター）

搬入時の温度は大丈夫か？

・従業員の健康管理
（ノロウィルス感染等）

・設備管理
（破損、ネジの脱落等）

・トイレ清掃の手順化
・在庫管理（先入れ先出し）

など..

化学薬品・
アレルゲン汚染防止
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一般衛生管理の位置づけとHACCP

参考資料 衛生・品質管理実践マニュアル （食品産業センター） 学校給食における食中毒防止Q&A （日本スポーツ振興センター）

搬入時の温度は大丈夫か？

・従業員の健康管理
（ノロウィルス感染等）

・設備管理
（破損、ネジの脱落等）

・トイレ清掃の手順化
・在庫管理（先入れ先出し）

など..

化学薬品・
アレルゲン汚染防止

○一般衛生管理が整備されないと、危害要因分析する
際にハザードが多すぎて対策が絞れない
○CCP(重要管理点)の負担を軽くし、危害要因を増や
さない、低減・除去しやすくする

HACCP構築には一般的衛生管理の整備が重要となる

危害要因を分析し、
重要管理点（CCP）
を決定し、管理

食品に係る
環境を衛生的

に管理

安全な原材料
を仕入れる

一般衛生管理プログラムは文書化
して現場で実行

標準作業手順（標準化・文書化）

例）厚生労働省HACCP入門のための手引書付録Ⅱ 名古屋市食品衛生自主管理認定制度導入の手引き

（一財）食品産業センターHACCP 基盤強化のための衛生・品質管理実践マニュアル

誰でも同じ手順で行えるように

各事業所に合った有効かつ使いやすい
作業手順書を検討して作成

→運用の際は必要に応じて実施したこと
の記録をつける
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運用の際は、記録することが重要！！
記録がないのはやってないのと同じ

○食中毒などの問題が発生した場合、記録がないと
どこに問題があったかわからない。

○不具合時の対応を記録しておけば、再発防止策の
検討材料になる。
のちの検証時の有用なデータとなる。

○記録類に問題がない場合、自社ではちゃんとやって
いる（自社の工程には問題がない）という証明に
なる。（自己防衛の手段にもなる）

～記録の重要性について～

HACCP7原則12手順
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HACCPに沿った衛生管理の制度化

31

HACCPに沿った衛生管理の制度化

32

HACCP7原則
に基づく

簡略化版
HACCP
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HACCPに沿った衛生管理の制度化

33

HACCP7原則
に基づく

厚生労働省「食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料」より



18

HACCP7原則
に基づく

厚生労働省「食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料」より

7原則で運用しても良いが、
弾力的運用も可能

厚生労働省「食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料」より
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ＨＡＣＣＰに基づいた手引き書等

様々なＨＡＣＣＰ導入の手引書が発行されているが、

基本はコーデックスの7原則12手順
にならう
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HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順

HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

手順1～手順12を順に
みていきます

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順
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HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順

HACCPチームの編成

HACCPチームの編成

手順 １
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○企業の最高責任者によるHACCP導入の決定。
→全従業員への周知。必要な資材の導入（人、時間、モノなど）。

○チームのリーダーになるべきものはHACCPシステム理解のための
教育訓練へ参加 （研修参加など）。

○HACCPに基づき衛生管理プランを作り上げていくメンバーを選任
し、役割を決定する。

→一人で抱え込むことが無いように適正な人員を配置。
アドバイザーとして外部の専門家を加えてもかまわない。

○HACCP運用推進はこのチームが中心となるが、パート従業員を
含めた全ての従業員が取り組む必要がある。
そうしないとシステムが機能しない。

○メンバーは原材料の仕入れから製品の納入、装置の取り扱いまで、
製品を作るための情報がすべて集まるように、また、現場で運用
しやすい、かつ有効な仕組みづくりのために、各部門の代表者

（製造管理、品質管理、施設設備の保守管理の責任者等）を含める。

HACCPチームの編成手順 １

○HACCPプランの作成

○一般衛生管理プログラムの作成

○標準作業手順書の作成

○関係者に対する教育訓練

○検証の実施

○外部よりの査察への対応

○原材料、製品の組成、製造工程等の変更の把握およびそれに伴うHACCPプラン
の見直し、修正または変更

○検証の結果に基づき、必要に応じてHACCPプランの見直し、修正または変更

○食品衛生に関する新たな情報に基づき、必要に応じてHACCPプランの見直し、
修正または変更

HACCPチームの役割
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実施・運用
Ｄｏ

計画
Ｐｌａｎ

監査
Ｃｈｅｃｋ

見直し・改

善Ａｃｔ 継続的改善

構築したHACCPシステムは定期的に見直し、
より良いものへ、スパイラルアップさせていく

HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順

製品仕様書



24

製品仕様書

手順 ２ 手順 ３

48

製品仕様書の例（ウインナーソーセージ）
記載事項 内容

製品の名称及び種類
ウインナーソーセージ
加熱食肉製品（加熱後包装）

原材料に関する事項

豚肉、豚脂肪、でん粉、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、
リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、
酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、
食品製造用水（水道水）、羊腸ケーシング

使用基準のある添加物
と使用基準

○亜硝酸ナトリウム
　：亜硝酸根として製品中で0.070g/kg以下
○ソルビン酸カリウム
　：ソルビン酸として製品中で2.0g/kg以下

アレルギー表示 推奨：豚肉、大豆

容器包装の材質
及び形態

個包装：NY／PE
荷姿：ダンボール

製品の特性
羊腸ケーシングに充填した燻煙ソーセージ
内容量　〇〇〇g/袋

製品の規格

＜食肉製品の成分規格＞
（加熱食肉製品（加熱後包装））
　亜硝酸根：0.070g/kg以下　、　　E.coli：陰性
　黄色ブドウ球菌：1,000/g以下、　サルモネラ属菌：陰性

＜自主基準＞
  一般生菌数 ： 300 個/g 以下

保存方法
　消費期限又は賞味期限

保存・流通：10℃以下　　　賞味期限：25日間

喫食又は利用の方法 そのまま喫食する

喫食の対象消費者 一般消費者

製品仕様書の作成

製品に関する情報を集めてまとめておく

手順 2

手順 3



25

HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順

フローダイアグラム

フローダイアグラム

手順 ４
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フローダイアグラムの作成

のちの危害要因分析をする際の必須アイテム

管理の要点（温度・時間・濃度等）を記載

手順 4

鶏もも肉 清酒 醤油 おろし生姜 おろしニンニク 唐揚粉 水道水 揚げ油

1 受入 2 受入 3 受入 4 受入 5 受入 6 受入 7 受入 8 受入

9 保管 10 保管 11 保管 12 保管 13 保管 14 保管 15 保管

16 解凍 17 計量 18 計量 19 計量 20 計量 21 計量

22 味付け

23 フライ

24 冷却

25 冷蔵保管

１７０℃ ２分間 （中心温度７５℃１分以上）

６０分以内に １０℃以下

５℃１時間 浸す

５℃

－１８℃ ５℃ ５℃

流水解凍

５℃

「鶏の唐揚げ」の例

施設の図面の作成

施設の図面に記載すべき事項

○設備の構造

○製品等の移動の経路

○機械器具の配置

○従事者の配置および動線

○作業区域の清浄度に応じた区分
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HACCPプランを作成する際に活用
危害要因がどこにあるか？

施設の図面に記載すべき事項

例）名古屋市食品衛生自主管理認定制度導入の手引き

物の流れ、人の動きを記載

機械器具の配置を記載

清浄度の区分を記載

この例では調理場は床からの水撥ねが
あるため、盛り付け場を区分けしている

HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順

現場確認
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現場確認

手順 ５

●工程

●工程の順序

●作業の内容及び
種類

●人や物の動線

●機械の配置

●空気の流れ

●清浄区域の配置

現場確認

○フローが実際と合っているか
現場で確認する。古くて現状
と異なる場合もある。

○確認は従業員の動きがわかる
作業中がよい。

○確認は複数のメンバーで行う
とよい。違っていると次の
危害要因分析（手順6）が
正しくできなくなる。

○現場検証の結果は記録する。

手順 5



29

HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順

危害要因分析とCCPの決定

危害要因分析とCCPの決定

手順 ６ 手順 ７
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危害要因分析・重要管理点とは

手順 6 手順 7 危害要因分析とCCPの決定

危害要因（Hazard）
健康に悪影響（危害）をもたらす原因となる可能性のある食品中の物質
または食品の状態。ハザードともいう。有害な微生物、化学物質、硬質
異物などの生物学的、化学的または物理的な要因がある。

食中毒菌（カンピロバクター、腸管出血性大腸菌（Ｏ157など）、
サルモネラ、セレウス、ボツリヌスなど）、ウィルス（ノロ）、
寄生虫（アニサキスなど） ･･･

洗剤・殺菌剤、添加物の過量使用、重金属、残留農薬、動物用医薬品、
自然毒（貝毒､茸毒）、カビ毒、ヒスタミン、食物アレルゲン･･･

金属片（脱落した装置部品、動物に使用した注射針、クリップなど）、
ガラス片（ガラス容器・温度計・照明の破損）、石･････

生物学的危害要因

化学的危害要因

物理的危害要因
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危害要因分析・重要管理点とは

手順 6 手順 7 危害要因分析とCCPの決定

鶏もも肉 清酒 醤油 おろし生姜 おろしニンニク 唐揚粉 水道水 揚げ油

1 受入 2 受入 3 受入 4 受入 5 受入 6 受入 7 受入 8 受入

9 保管 10 保管 11 保管 12 保管 13 保管 14 保管 15 保管

16 解凍 17 計量 18 計量 19 計量 20 計量 21 計量

22 味付け

23 フライ

24 冷却

25 冷蔵保管

１７０℃ ２分間 （中心温度７５℃１分以上）

６０分以内に １０℃以下

５℃１時間 浸す

５℃

－１８℃ ５℃ ５℃

流水解凍

５℃

62

危害要因分析の例①

「鶏の唐揚げ」の例
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危害分析表（鶏の唐揚げ） 1/4
③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重
要なハ

ザードか？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何
か？

この工程
はCCP
か？

1

2

3

4

5

6

7

受入／
醤油

受入／
おろし生姜

受入／
おろしニンニ

ク

受入／
唐揚粉

受入／
水道水

受入／
清酒

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

受入／
鶏もも肉

化学

生物

化学

物理

生物

化学

物理

物理

生物

化学

物理

危害分析表（鶏の唐揚げ） 1/4
③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重
要なハ

ザードか？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何
か？

この工程
はCCP
か？

1

2

3

4

5

6

7

受入／
醤油

受入／
おろし生姜

受入／
おろしニンニ

ク

受入／
唐揚粉

受入／
水道水

受入／
清酒

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

受入／
鶏もも肉

化学

生物

化学

物理

生物

化学

物理

物理

生物

化学

物理

フローを見て、この表に書き込みながら、
危害要因分析を行い、重要管理点（CCP）
決めます。
生物学・化学・物理的なハザードの知識が
必要になります。
これからじっくり習得する内容ですので、
今は簡単に触れます。
何となく「こんなことやるんだ」と
イメージしていただけたら幸いです。
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鶏もも肉 清酒 醤油 おろし生姜 おろしニンニク 唐揚粉 水道水 揚げ油

1 受入 2 受入 3 受入 4 受入 5 受入 6 受入 7 受入 8 受入

9 保管 10 保管 11 保管 12 保管 13 保管 14 保管 15 保管

16 解凍 17 計量 18 計量 19 計量 20 計量 21 計量

22 味付け

23 フライ

24 冷却

25 冷蔵保管

１７０℃ ２分間 （中心温度７５℃１分以上）

６０分以内に １０℃以下

５℃１時間 浸す

５℃

－１８℃ ５℃ ５℃

流水解凍

５℃

65

鶏の唐揚げの例危害要因分析の例②

生物 化学 物理

どんな危害要因が
あるかな？

鶏もも肉 清酒 醤油 おろし生姜 おろしニンニク 唐揚粉 水道水 揚げ油

1 受入 2 受入 3 受入 4 受入 5 受入 6 受入 7 受入 8 受入

9 保管 10 保管 11 保管 12 保管 13 保管 14 保管 15 保管

16 解凍 17 計量 18 計量 19 計量 20 計量 21 計量

22 味付け

23 フライ

24 冷却

25 冷蔵保管

１７０℃ ２分間 （中心温度７５℃１分以上）

６０分以内に １０℃以下

５℃１時間 浸す

５℃

－１８℃ ５℃ ５℃

流水解凍

５℃
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鶏の唐揚げの例危害要因分析の例②

生物 化学 物理

どんな危害要因が
あるかな？

危害分析表（鶏の唐揚げ） 1/4
③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重
要なハ

ザードか？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何
か？

この工程
はCCP
か？

1

2

3

4

5

6

7

受入／
醤油

受入／
おろし生姜

受入／
おろしニンニ

ク

受入／
唐揚粉

受入／
水道水

受入／
清酒

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

受入／
鶏もも肉

化学

生物

化学

物理

生物

化学

物理

物理

生物

化学

物理

フローをみながら
一つ一つの工程を確認し、
生物、化学、物理の面から

「危害要因分析表」に全工程の
危害要因を洗い出す
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③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重要
なハザード

か？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何か？

この工程
はCCP
か？

1 生物 【病原性微生物】

カンピロバクターの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

サルモネラの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

腸管出血性大腸菌の存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

抗生物質の存在 No
検査合格品を入荷、
年1回検査証明書により確認

アレルギー物質
（鶏肉）の存在

No 製品に成分表示することで対応できる

物理 金属異物の存在 No 金属探知機検査済みのものを受入

2 生物 なし

化学 なし

物理 なし

3 生物 なし

化学
アレルギー物質
の存在

No
大豆、小麦については製品に成分
表示して対応できる

物理 なし

4 生物 なし

化学 添加物の存在 No
原材料規格書と製品に使う量からキャ
リーオーバーと判断できる

物理 なし

5 生物 なし

化学 添加物の存在 No
原材料規格書と製品に使う量からキャ
リーオーバーと判断できる

物理 なし

6 【耐熱性芽胞菌】

セレウス菌の存在 Yes 製品に存在している可能性がある
冷却工程（No.24）以降の低温管理
により増殖を制御する

No

添加物の存在 No 原材料規格書の確認で管理できる

アレルギー物質の
存在

No

小麦・卵については製品に成分表示して
対応できる
小麦・卵以外のアレルギー物質がないか
原材料規格書で確認し、表示で対応

物理 なし

受入／
おろし生姜

受入／
おろしニンニク

受入／唐揚粉

生物

化学

受入／清酒

受入／醤油

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

受入／
鶏もも肉

化学
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鶏の唐揚げの例危害要因分析の例③ ①列に1～25の
全工程を書き出す

②工程ごとに生物学、化学、物理的
面から危害要因を洗い出す。

③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重要
なハザード

か？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何か？

この工程
はCCP
か？

1 生物 【病原性微生物】

カンピロバクターの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

サルモネラの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

腸管出血性大腸菌の存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

抗生物質の存在 No
検査合格品を入荷、
年1回検査証明書により確認

アレルギー物質
（鶏肉）の存在

No 製品に成分表示することで対応できる

物理 金属異物の存在 No 金属探知機検査済みのものを受入

2 生物 なし

化学 なし

物理 なし

3 生物 なし

化学
アレルギー物質
の存在

No
大豆、小麦については製品に成分
表示して対応できる

物理 なし

4 生物 なし

化学 添加物の存在 No
原材料規格書と製品に使う量からキャ
リーオーバーと判断できる

物理 なし

5 生物 なし

化学 添加物の存在 No
原材料規格書と製品に使う量からキャ
リーオーバーと判断できる

物理 なし

6 【耐熱性芽胞菌】

セレウス菌の存在 Yes 製品に存在している可能性がある
冷却工程（No.24）以降の低温管理
により増殖を制御する

No

添加物の存在 No 原材料規格書の確認で管理できる

アレルギー物質の
存在

No

小麦・卵については製品に成分表示して
対応できる
小麦・卵以外のアレルギー物質がないか
原材料規格書で確認し、表示で対応

物理 なし

受入／
おろし生姜

受入／
おろしニンニク

受入／唐揚粉

生物

化学

受入／清酒

受入／醤油

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

受入／
鶏もも肉

化学
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鶏の唐揚げの例

③対策が必要な重要な
ハザードかどうか？
Yes Noで答える

危害要因分析の例④

④Yes Noの判断理由
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③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重要
なハザード

か？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何か？

この工程
はCCP
か？

1 生物 【病原性微生物】

カンピロバクターの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

サルモネラの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

腸管出血性大腸菌の存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

抗生物質の存在 No
検査合格品を入荷、
年1回検査証明書により確認

アレルギー物質
（鶏肉）の存在

No 製品に成分表示することで対応できる

物理 金属異物の存在 No 金属探知機検査済みのものを受入

2 生物 なし

化学 なし

物理 なし

3 生物 なし

化学
アレルギー物質
の存在

No
大豆、小麦については製品に成分
表示して対応できる

物理 なし

4 生物 なし

化学 添加物の存在 No
原材料規格書と製品に使う量からキャ
リーオーバーと判断できる

物理 なし

5 生物 なし

化学 添加物の存在 No
原材料規格書と製品に使う量からキャ
リーオーバーと判断できる

物理 なし

6 【耐熱性芽胞菌】

セレウス菌の存在 Yes 製品に存在している可能性がある
冷却工程（No.24）以降の低温管理
により増殖を制御する

No

添加物の存在 No 原材料規格書の確認で管理できる

アレルギー物質の
存在

No

小麦・卵については製品に成分表示して
対応できる
小麦・卵以外のアレルギー物質がないか
原材料規格書で確認し、表示で対応

物理 なし

受入／
おろし生姜

受入／
おろしニンニク

受入／唐揚粉

生物

化学

受入／清酒

受入／醤油

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

受入／
鶏もも肉

化学
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鶏の唐揚げの例危害要因分析の例⑤

⑤YESの場合、管理手段
を記入

⑥この工程で管理が必要な時CCPとする
後工程で管理できる場合CCPにならない！
CCPは最後の砦！

鶏もも肉 清酒 醤油 おろし生姜 おろしニンニク 唐揚粉 水道水 揚げ油

1 受入 2 受入 3 受入 4 受入 5 受入 6 受入 7 受入 8 受入

9 保管 10 保管 11 保管 12 保管 13 保管 14 保管 15 保管

16 解凍 17 計量 18 計量 19 計量 20 計量 21 計量

22 味付け

23 フライ

24 冷却

25 冷蔵保管

１７０℃ ２分間 （中心温度７５℃１分以上）

６０分以内に １０℃以下

５℃１時間 浸す

５℃

－１８℃ ５℃ ５℃

流水解凍

５℃
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鶏の唐揚げの例危害要因分析の例⑥

生物

No.23のフライ工程で
殺菌できるから、ここは
最後の砦じゃないな

ここで管理できそうだ
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以上を工程No.1からNo.25

まで順番に行っていきます。
後ろの方がどうなっている
か見てみましょう。

③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重要
なハザード

か？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何か？

この工程
はCCP
か？

1 生物 【病原性微生物】

カンピロバクターの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

サルモネラの存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

腸管出血性大腸菌の存在 Yes 原材料に存在している可能性がある フライ工程（No.23）で管理する No

抗生物質の存在 No
検査合格品を入荷、
年1回検査証明書により確認

アレルギー物質
（鶏肉）の存在

No 製品に成分表示することで対応できる

物理 金属異物の存在 No 金属探知機検査済みのものを受入

2 生物 なし

化学 なし

物理 なし

3 生物 なし

化学
アレルギー物質
の存在

No
大豆、小麦については製品に成分
表示して対応できる

物理 なし

受入／清酒

受入／醤油

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

受入／
鶏もも肉

化学
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③ ④ ⑤ ⑥

食品から減
少・排除が
必要で重要
なハザード

か？

③の判断をした根拠は何か？
③で重要と認められた

ハザードの管理手段は何か？

この工程
はCCP
か？

23 生物 【病原性微生物】

カンピロバクターの生残 Yes 加熱不足による生残

サルモネラの生残 Yes 加熱不足による生残 CCP１

腸管出血性大腸菌の生残 Yes 加熱不足による生残

化学 なし

物理 なし

24 【耐熱性芽胞菌】

セレウス菌の増殖 Yes 緩慢冷却により芽胞が発芽する恐れがある
冷却温度・時間の管理により増殖を
制御（60分以内に10℃以下）

CCP２

化学 なし

物理 なし

25 冷蔵保管 【耐熱性芽胞菌】

セレウス菌の増殖 No 適切な温度管理（5℃以下）で対応できる

化学 なし

物理 なし

冷却 生物

生物

① ②

原材料／工程
①で発生が予想される

ハザードは何か？

フライ 適切な加熱温度・時間
（中心温度75℃1分間以上）
で管理する。

鶏の唐揚げの例危害要因分析の例⑦

中心温度75℃1分で加熱管理 ⇐ほとんどの病原性微生物が死滅する条件
（根拠：大量調理施設衛生管理マニュアル等）

フライ工程でしっかり加熱殺菌しないと食中毒の危険のあるものが出荷さ
れてしまう。
フライ工程の後ろは該当する危害を防御する手段がない。最後の砦！

重要管理点（CCP）決定
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鶏もも肉 清酒 醤油 おろし生姜 おろしニンニク 唐揚粉 水道水 揚げ油

1 受入 2 受入 3 受入 4 受入 5 受入 6 受入 7 受入 8 受入

9 保管 10 保管 11 保管 12 保管 13 保管 14 保管 15 保管

16 解凍 17 計量 18 計量 19 計量 20 計量 21 計量

22 味付け

23 フライ

24 冷却

25 冷蔵保管

１７０℃ ２分間 （中心温度７５℃１分以上）

６０分以内に １０℃以下

５℃１時間 浸す

５℃

－１８℃ ５℃ ５℃

流水解凍

５℃
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鶏の唐揚げの例危害要因分析の例⑧

生物

No.23のフライ工程で
殺菌できるから、ここは
最後の砦じゃないな

この後に殺菌できる工程はない
この工程が最後の砦だ
ここでちゃんと管理しないと危険
のあるものが出荷されてしまう

出荷

鶏もも肉 清酒 醤油 おろし生姜 おろしニンニク 唐揚粉 水道水 揚げ油

1 受入 2 受入 3 受入 4 受入 5 受入 6 受入 7 受入 8 受入

9 保管 10 保管 11 保管 12 保管 13 保管 14 保管 15 保管

16 解凍 17 計量 18 計量 19 計量 20 計量 21 計量

22 味付け

23 フライ

24 冷却

25 冷蔵保管

１７０℃ ２分間 （中心温度７５℃１分以上）

６０分以内に １０℃以下

５℃１時間 浸す

５℃

－１８℃ ５℃ ５℃

流水解凍

５℃
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鶏の唐揚げの例危害要因分析の例⑧

生物

No.23のフライ工程で
殺菌できるから、ここは
最後の砦じゃないな

この後に殺菌できる工程はない
この工程が最後の砦だ
ここでちゃんと管理しないと危険
のあるものが出荷されてしまう

出荷

CCP決定
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HACCPチームの編成
製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者
が必要です。　例）調達、工務、製造等

製品仕様書の作成 製品の安全管理上の特徴を示すものです。

意図する用途及び対象となる消費者の確認
危害要因に対して感受性が高いグループが消費することが予想され
る場合には、より高い衛生管理が求められるようになるからです

フローダイアグラムの作成 工程について危害要因を分析するためのものです。

フローダイアグラムの現場確認 工程が勝手に変更されていないか、間違いがないかを確認します。

手順 6 原則 1 危害要因分析 原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げます。

手順 7 原則 2 重点管理点（ＣＣＰ）の決定 製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）を決定します。

手順 8 原則 3 許容限界（ＣＬ）の設定
重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限
界。例えば、中心温度）を設定します。

手順 9 原則 4 モニタリング方法の設定
パラメーターの測定方法（例えば、中心温度計での測定方法）を設定
します。

手順 10 原則 5 是正措置の設定
あらかじめ許容限界が守られなかった場合の製品の取扱いや機
械のトラブルを元に戻す方法を設定しておきます。（例えば、廃棄、再
加熱など）。

手順 11 原則 6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認します。

手順 12 原則 7 記録と保存方法の設定
検証するためには記録が必要です。
記録する用紙と、その保存期間を設定します。

手順 5

HACCP導入のための ７原則12手順

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

ＨＡＣＣＰ導入のための7原則12手順

ＣＣＰ整理表

手順７で決定したCCPの
管理方法をまとめる

CCP整理表の作成

手順 ８ 手順 12～
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CCP番号 CCP１

工程 No.23フライ

ハザード 病原性微生物の生残　　（カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌）

発生要因 加熱温度・時間の不足により生残する

管理手段 管理されたフライヤーを使用し、揚げ油の温度・揚げ時間を管理する

許容限界（CL）
揚げ油の温度170℃、2分以上で調理する
（鶏の唐揚げの中心温度75℃、1分以上になることが確認された条件）

モニタリング方法
フライ担当者が以下の確認を行う
　・フライヤーの温度表示を目視にて確認する（毎回）
　・タイマーでフライ時間を確認する（毎回）

是正措置

フライ担当者は以下の是正措置を行う
　・フライヤーの温度が許容限界（CL）を満足しない場合、製品を廃棄する
　・フライヤーを調整しても温度が上昇しないなど、異常があった場合はメーカー
　 に修理を依頼する
　・許容限界（CL）を逸脱した場合、その時刻、数量、逸脱状況、原因の究明と
　 対処内容を記録する

検証方法

フライ担当者は以下の検証を行う
　・最も大きな具材において、揚げ油の温度170℃、2分間の条件で、具材の
　 中心温度が75℃、1分以上になることを確認する。品温と量は揚げる温度
　 に影響するため一定になるように管理。（作業開始前）
　・フライヤーの表示温度と校正済み温度計の計測値に差がないことを確認
   する（作業開始前）
　・記録簿（中心温度確認記録、フライヤー表示温度確認記録）が運用されて
   いること、内容に異常がないことを確認する（毎日）
　・温度計の校正（年1回）

記録文書名
・唐揚の中心温度確認記録　　・フライヤー表示温度確認記録　　・温度計校正記録
・フライヤーメンテナンス記録　　・不適事項対応記録

CCP整理表

CCP整理表の作成

中心温度の測定

温度計の校正

中心温度記録・校正記録等

許容限界（CL）逸脱時のルールを決める

油温度・揚げ時間確認

例）170℃になってからストップ
ウォッチで2分計測（妥当性確認）

沸騰水で100℃ 氷水で0℃

手順 8 手順 12～
中心温度75℃
1分以上になる
ように管理

従来型管理とHACCP導入型管理の比較

使える製品が減る
細菌検査に時間がかかる

製造工程全体を見据え、ロジックに基づき安全管理
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民間認証の背景と対応について

80

食品安全規制 民間認証

厚生労働省

都道府県等

（保健所）

省令、告示
ガイドライン等の策
定

営業許可
監査・立入検査

食品衛生法等法令に基づき
国及び地方公共団体が実施

民間の規格に基づき、取引先が信頼性を確保
するために活用。中立な第三者による認証。

・業界HACCP
・（自治体HACCP）
・会社独自の認証

食品事業者

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ

スキーム
オーナー

認定機関

認証機関
審査・認証

認定

契
約

契
約

（参考）仕組みの例

実施

食品衛生法等

一般的衛生管理

HACCP

基準・規格の構造 ・ISO22000
・GFSI承認規格

（FSSC22000、
JFS等）

【規格の例】

・法令による義務づけ。

国による食品安全に関する規制と民間認証

・義務ではなく任意。
・現在、大手小売事業者や大手製造事業者において、

GFSI（食品等事業者を会員とする世界的な業界団体）
が承認したスキームの活用が広がっている。
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GFSIってなに？

◆ 食品事故の多発
◆ 原料の調達・加工・生産の

グローバル化
◆ 監査コストの増大
◆ 食品安全スキームの多様化

食品安全のグローバル規格
の必要性を共有

目標 ⚫ 食品安全性の向上
⚫ 消費者の信頼
⚫ コスト削減

2000年5月 GFSI発足

設立の背景

ビジョン

ミッション 世界中の消費者の
信頼を得るため、
食品安全での継続
的改善を推し進める

ビジョン、ミッション、目的

すべての消費者に
安全な食品を

目的 ・食品安全リスクの低減
・コストの最適化
・能力開発・力量向上
・知識の交流ネットワー
キング

・カーギル Mike Robach氏

ボードメンバー（２０名）

● ｺｶｺｰﾗ ● ﾈｽﾚ ● ｶﾙﾌｰﾙ
● ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ ● ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
● ｳｫﾙﾏｰﾄ ● ﾀｲｿﾝ
● 中糧集団有限公司
● ﾃｽｺ ● ｲｵﾝ ● ﾀﾞﾉﾝ
● ﾄﾞｰﾙ ● ｱﾏｿﾞﾝ ● ｵｰｼｬﾝ
● ﾒﾄﾛ ● ｺｽﾄｺ
● 新希望六和股份有限公司

Chair

・アホールド Anita Scholete op Reimer氏

・ウェグマンズ Gillian Kelleher氏

Vice-Chairs

Member

GFSI：Global Food Safety Initiative（世界食品安全イニシアティブ）

世界的に展開する食品事業者（世界70カ国、約400社）が集まり、食品安
全の向上と消費者の信頼強化のため、自分達の求める規格・認証スキームの
承認等を行う機関。

農林水産省資料

82

＜国際的なもの＞

✓ ISO22000

✓ FSSC22000

✓ JFS

✓米国向けHACCP認定

✓E U 向けHACCP認定 等

＜国内のもの＞

✓自治体HACCP

✓業界HACCP 等

⚫ HACCPの導入において、認証の仕組みを活用することも有効

⚫ ただし、規制にも国際的な基準にも整合している必要

HACCPを含む認証の仕組み

どれに取り組めば
よいのか？？
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一般衛生管理

HACCP

PDCA：
マネジメントシステム

各規格「売り」の部分

HACCPを含む認証について

一般衛生管理

HACCP

PDCA：
マネジメントシステム

独自のベストプラクティス

保健所立ち入り指導、営業許可（法改正前）
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一般衛生管理

HACCP

PDCA：
マネジメントシステム

独自のベストプラクティス

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

一般衛生管理

PDCA：
マネジメントシステム

独自のベストプラクティス

HACCPに基づく衛生管理

HACCP
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ISO22000

一般衛生管理

独自のベストプラクティス

ISO22000+ISO/TS22002-1
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一般衛生管理

HACCP

PDCA：
マネジメントシステム

GFSI承認規格（FSSC、SQF、JFS-Cなど)

各規格「売り」の部分

HACCP制度化 認証

HACCPの考え方を
取り入れた

HACCPに基づいた

法改正前
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91

株式会社 環境科学研究所
住所：名古屋市北区若鶴町152番地
TEL：052-902-4456 FAX：052-902-4601

http://www.kankyokagaku.com

「HACCP責任者研修」（3日間相当）
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理研修」
（1日完結）では、さらに詳しく説明いたします。
動画や事例、演習を盛り込み、応用力を育成
する充実した内容になっています。

food@kankyokagaku.com

https://www.kankyokagaku.com/food/haccp.html

詳しくは下記URLセミナーサイトをご確認ください

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました


